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当
社
の
商
品
を
お
客
様

に
届
け
る
際
、
小
規
模

の
運
送
業
者
に
委
託
し

て
い
ま
す
。
下
請
法
が
改
正
さ
れ
、

当
社
の
ケ
ー
ス
に
も
改
正
法
が
適
用

さ
れ
る
と
聞
き
ま
し
た
。
改
正
の
ポ

イ
ン
ト
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

に
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法

（
通
称
：
下
請
法
、
以
下
「
旧
法
」）が

改
正
さ
れ
、
令
和
8
年
1
月
1
日
に

「
製
造
委
託
等
に
係
る
中
小
受
託
事

業
者
に
対
す
る
代
金
の
支
払
の
遅
延

等
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」（
略

称
：
中
小
受
託
取
引
適
正
化
法
、
通

称
：
取と

り

適て
き

法
。
以
下「
新
法
」）
が
施

行
さ
れ
ま
す
。
法
令
名
か
ら「
下
請
」

の
用
語
が
な
く
な
る
と
と
も
に
、
親

事
業
者
、
下
請
事
業
者
、
下
請
代
金

の
各
用
語
は
、
委
託
事
業
者
、
中
小

受
託
事
業
者
、
製
造
委
託
等
代
金
に

そ
れ
ぞ
れ
変
更
さ
れ
ま
す
。

1
．
改
正
下
請
法
（
取

適
法
）
に
つ
い
て

　

令
和
7
年
5
月
16
日

令
和
8
年
1
月
1
日
　

改
正
下
請
法（
取
適
法
）が
ス
タ
ー
ト

虎
門
中
央
法
律
事
務
所

（
商
工
研
相
談
業
務
委
嘱
先
）

弁
護
士

浜
本
　
匠

2
．
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

⑴
協
議
を
適
切
に
行
わ
な
い
代
金
額

の
決
定
の
禁
止
（
価
格
据
え
置
き

取
引
へ
の
対
応
）

　

新
法
で
は
、
協
議
を
適
切
に
行
わ

な
い
ま
ま
一
方
的
に
価
格
を
決
定
す

る
以
下
の
行
為
が
、
新
た
な
禁
止
行

為
と
し
て
明
文
化
さ
れ
ま
す
（
新
法

5
条
2
項
4
号
）。

・
中
小
受
託
事
業
者
の
給
付
に
関
す

る
費
用
の
変
動
そ
の
他
の
事
情
が

生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、

・
中
小
受
託
事
業
者
が
製
造
委
託
等

代
金
の
額
に
関
す
る
協
議
を
求
め

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

・
当
該
協
議
に
応
じ
ず
、
ま
た
は
当

該
協
議
に
お
い
て
中
小
受
託
事
業

者
の
求
め
た
事
項
に
つ
い
て
必
要

な
説
明
も
し
く
は
情
報
の
提
供
を

せ
ず
、
一
方
的
に
製
造
委
託
等
代

金
の
額
を
決
定
す
る
こ
と

　

こ
の
変
更
に
伴
う
実
務
上
の
影
響

と
し
て
、
委
託
事
業
者
に
お
い
て
は
、

価
格
交
渉
の
事
実
や
内
容
を
文
書
や

記
録
と
し
て
具
体
的
に
残
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
以
下
の
項
目

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

・
協
議
日
時
・
参
加
者
・
協
議
内
容

の
記
録
（
議
事
録
、
メ
ー
ル
の
や

り
取
り
等
）

・
中
小
受
託
事
業
者
か
ら
の
協
議
申

入
書
や
見
積
書
の
保
存

・
提
示
価
格
の
根
拠
資
料
（
コ
ス
ト

一
覧
等
）
の
準
備
・
保
管

　

も
っ
と
も
、
新
法
で
義
務
化
さ
れ

る
価
格
協
議
は
、
令
和
4
年
1
月
26

日
改
正
の
下
請
法
運
用
基
準
や
令
和

5
年
11
月
29
日
公
表
の
労
務
費
の
適

切
な
転
嫁
の
た
め
の
価
格
交
渉
に
関

す
る
指
針
に
お
い
て
、
従
来
か
ら
求

め
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
範
囲
を
超
え

ま
せ
ん
か
ら
、
委
託
事
業
者
は
、
こ

れ
ま
で
ど
お
り
価
格
転
嫁
の
取
り
組

み
を
続
け
れ
ば
よ
い
で
す
。

⑵
手
形
払
等
の
禁
止
（
図
表
❶
）

　

旧
法
で
は
、
形
式
的
に
は
支
払
期

日
内
に
手
形
を
交
付
す
れ
ば
下
請
法

違
反
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

下
請
事
業
者
は
手
形
サ
イ
ト
（
60
日

〜
1
2
0
日
な
ど
）
満
了
ま
で
現
金

を
受
け
取
れ
ず
、
資
金
繰
り
に
深
刻

な
影
響
が
出
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

新
法
で
は
、
主
に
以
下
の
点
を
明
文

化
し
ま
し
た（
新
法
5
条
1
項
2
号
）。

㋐
製
造
委
託
等
代
金
の
支
払
手
段
と

し
て
手
形
（
紙
の
手
形
）
を
用
い

る
こ
と
は
、
全
面
禁
止
。

㋑
電
子
記
録
債
権
や
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ 

に
つ
い
て
は
、
支
払
期
日
ま
で
に

代
金
に
相
当
す
る
金
銭
（
手
数
料

等
を
含
む
満
額
）
を
得
る
こ
と
が

出所：公正取引委員会「中小受託取引適正化法（下請法改正法）」 
　　 （令和7年6月）13頁を基に筆者作成

図表❶　手形払等の禁止
現行

改正法

手形サイト
60日

支払日までの期間
60日 ＝＋ 現金受領までの期間

120日

支払日までの期間
60日 ＝ 現金受領までの期間

60日

満期日＝入金日支払日＝手形交付日製品や役務の受領日

4/1 5/1 6/30 8/30
支払日までの期間 手形サイト60日間

4/1 5/1 6/30

支払日製品や役務の受領日
支払日までの期間 短縮
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困
難
で
あ
る
も
の
は
、
使
用
禁
止
。

⑶
運
送
委
託
の
対
象
取
引
へ
の
追
加

（
物
流
問
題
へ
の
対
応
）（
図
表
❷
）

　

発
荷
主
（
製
品
製
造
企
業
な
ど
）

が
契
約
に
基
づ
い
て
納
品
を
行
う
た

め
に
運
送
事
業
者
に
配
送
を
委
託
す

る
取
引
（
自
家
使
用
運
送
）
は
、
旧

法
の
適
用
対
象
外
と
さ
れ
て
き
ま
し

た
が
、
新
法
で
は
、
発
荷
主
が
運
送

事
業
者
に
対
し
て
所
定
の
物
品

（
例
：
販
売
し
た
物
品
等
）
の
運
送

を
委
託
す
る
取
引
が
「
特
定
運
送
委

託
」
と
し
て
新
た
な
規
制
対
象
に
追

加
さ
れ
ま
す
（
新
法
2
条
5
項
）。

　

発
荷
主
と
し
て
の
運
送
の
委
託
に

つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
、「
特
定
荷
主

が
物
品
の
運
送
又
は
保
管
を
委
託
す

る
場
合
の
特
定
の
不
公
正
な
取
引
方

法
」（
以
下「
物
流
特
殊
指
定
」）に
よ
り

規
制
さ
れ
、代
金
の
支
払
遅
延
、代
金

の
減
額
、
買
い
た
た
き
、
物
品
の
購

入
・
役
務
の
利
用
強
制
、
不
当
な
経

済
上
の
利
益
の
提
供
要
請
、
不
当
な

給
付
内
容
の
変
更
お
よ
び
や
り
直
し

な
ど
、
新
法
と
同
様
の
行
為
が
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
従
来
か

ら
の
物
流
特
殊
指
定
に
よ
る
規
制
に

加
え
、新
法
に
お
い
て
は
、書
面
交
付

義
務
、
支
払
期
日
の
設
定
義
務
、
遅

延
利
息
支
払
義
務
な
ど
が
一
律
に
適

用
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
す
。

　

こ
の
変
更
に
伴
う
実
務
上
の
影
響

と
し
て
、
特
定
運
送
委
託
も
他
の
製

造
委
託
等
取
引
と
同
様
に
、
い
わ
ゆ

る
「
三
条
書
面
」（
取
引
前
交
付
）

や
「
五
条
書
類
」（
取
引
後
交
付
）

の
作
成
・
交
付
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま

す
。
そ
こ
で
、具
体
的
に
は
、発
注
書

や
契
約
書
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
以
下

の
点
を
明
記
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

・
委
託
内
容
（
運
送
区
間
、
日
時
、

方
法
）
の
明
示

・
補
助
的
作
業
（
荷
役
・
保
管
等
）

の
有
無
と
対
価
の
設
定

・
支
払
期
日
の
60
日
以
内
設
定
（
前

記
⑵
を
参
照
）

⑷
従
業
員
基
準
の
追
加
（
適
用
基
準

の
追
加
）（
図
表
❸
）

　

新
法
に
お
い
て
企
業
実
務
に
与
え

る
影
響
が
最
も
大
き
い
と
予
想
さ
れ

る
の
が
、
こ
の「
従
業
員
基
準
」の
導

入
で
す
。旧
法
は
、親
事
業
者
と
下
請

事
業
者
の
資
本
金
額
に
よ
り
適
用
範

囲
を
定
め
て
い
た
と
こ
ろ
、新
法
は
、

従
来
の
資
本
金
基
準
を
残
し
た
ま
ま
、

こ
れ
に
加
え
て
、新
た
に
従
業
員
基
準

を
追
加
し
ま
し
た（
新
法
2
条
8
項

5
号
・
6
号
、同
条
9
項
5
号
・
6
号
）。

　

そ
こ
で
、
委
託
事
業
者
に
お
い
て

は
、ま
ず
、自
社
の
資
本
金
額
の
み
な

ら
ず
従
業
員
数
も
確
認
し
、
そ
の
上

で
、
委
託
先
企
業
の
資
本
金
額
を
確

認
し
、さ
ら
に
、従
業
員
数
が
3
0
0

人
ま
た
は
1
0
0
人
以
下
の
可
能
性

が
あ
る
委
託
先
企
業
の
従
業
員
数
を

確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
今
は
従
業
員
数
基
準
を
満

た
し
て
い
て
も
将
来
的
に
従
業
員
数

が
3
0
0
人
ま
た
は
1
0
0
人
を
割

り
込
む
可
能
性
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

委
託
事
業
者
に
お
い
て
は
、
一
定
の

自
社
基
準
（
例
：
法
定
の
基
準
の

1
1
0
％
）
を
設
定
し
た
上
で
、
そ

の
自
社
基
準
を
下
回
っ
て
い
る
委
託

先
企
業
に
対
し
て
は
、
保
守
的
に
新

法
の
対
象
と
し
て
扱
う
と
い
っ
た
対

策
も
必
要
で
す
。

⑸
面
的
執
行
の
強
化

　

新
法
で
は
、公
正
取
引
委
員
会
お
よ

び
中
小
企
業
庁
に
加
え
て
、
事
業
所

管
省
庁
の
主
務
大
臣
に
も
指
導
・
助

言
の
権
限
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
（
新

法
8
条
、13
条
）。こ
れ
に
よ
り
、違
反

行
為
の
摘
発
や
是
正
が「
面
的
」に
展

開
さ
れ
る
体
制
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
中
小
受
託
事
業
者
が
違
反

行
為
を
通
報
し
た
こ
と
に
対
す
る

「
報
復
措
置
」の
禁
止
規
定
に
つ
い
て
、

主
務
大
臣
も
通
報
先
と
し
て
加
え
ら

れ
、
監
督
権
限
の
分
散
と
情
報
連
携

が
制
度
上
整
備
さ
れ
ま
し
た
（
新
法

5
条
1
項
7
号
）。

出所：公正取引委員会「中小受託取引適正化法（下請法改正法）」 
　　 （令和7年6月）15頁を基に筆者作成

図表❸　従業員基準
●製造委託、修理委託、情報成果物作成委託（プログラムの作成

に係るものに限る）、役務提供委託（運送、物品の倉庫におけ
る保管及び情報処理に係るものに限る）及び特定運送委託

●情報成果物作成委託（プログラムの作成に係るものを除く）
及び役務提供委託（運送、物品の倉庫における保管及び情報
処理に係るものを除く）

委託事業者 中小受託事業者

資本金 3億円超 3億円以下
1,000万円超～3億円以下 1,000万円以下

従業員数 300人超 300人以下

委託事業者 中小受託事業者

資本金 5,000万円超 5,000万円以下
1,000万円超～5,000万円以下 1,000万円以下

従業員数 100人超 100人以下

出所:公正取引委員会「中小受託取引適正化法（下請法改正法）」
　　 （令和7年6月）14頁を基に筆者作成

図表❷　運送委託の対象取引への追加

発荷主

●現行の「物品の運送の再委託」に加えて「物品の運送の委託」 
も新たな規制対象に追加

委託

物品の運送の再委託が対象

現行改正法 ・荷積みの強要 
・荷待ち

運送
事業者

運送
事業者

再委託


